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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、MPO-ANCA 又は PR3-ANCAを安定した病態の経過観察

に用いる場合、3か月に 1回まで算定が認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ANCA 関連血管炎疾患については、安定した病態の経過観察として頻

回に、MPO-ANCA 又は PR3-ANCA を測定する必要はなく、3 か月に 1

回までとすることが妥当であると整理した。ただし、治療中や病状悪化等

により頻回な検査の必要性がある場合は連月の算定も認められる。 

 


